
労働者派遣法に基づく情報公開

労働者派遣法第��条第�項に基づいたマージン率等の公開
第��期　（����年��月～����年�月）

労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等

マージン率 ＝ （　労働者派遣料金額の平均額　－　派遣労働者賃金額の平均額　）　÷　労働者派遣料金額の平均額

・スキルアップ研修 （eラーニング、外部セミナー及び講習への参加）

・個人情報保護教育

・情報セキュリティ教育

株式会社新東京計算
����年�月

派遣労働者の数 ��人

派遣先の数 ��

労働者派遣料金額（�日８時間平均） ��,���円

派遣労働者賃金額（１日８時間平均） ��,���円

マージン率 ��.�%

労使協定の締結の有無 有

協定の有効期間の終期 ����年�月�日

協定の対象となる派遣労働者の範囲  全ての派遣労働者

派遣スタッフ費用
交通費、退職金

社会保険料
会社が負担する健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

会社運営経費
・健康診断、慶弔に関わる費用、レクリエーションなどの

費用
・採用に関する費用
・事務所賃料、水道光熱費、通信費、消耗品等の諸経費及

び間接部門正社員の人件費

営業利益
マージンから上記費用を差し引いた額

66.1%

33.9%33.9%
マージン率

66.1%

派遣労働者
賃金

New Tokyo COM

マージン率の算出

労働者派遣料金の内訳

教育訓練に関する事項


